
○南房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 

平成１８年３月２０日規則第９６号 

改正 平成１９年１０月２５日規則第４２号 

平成２４年２月７日規則第２号 

平成２７年３月２３日規則第１０号 

平成２９年３月２９日規則第１１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号。以下「法」という。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下

「浄化槽法」という。）及び南房総市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平

成１８年南房総市条例第１３５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（可燃物用ごみ指定袋の基準） 

第２条 条例第５条第４項に規定する可燃物用ごみ指定袋は、汚水が漏れず、耐

水性及び内容物が認識できる程度の透明性を有するものとし、その種類は、４

５リットル用、３０リットル用、２０リットル用及び１０リットル用とする。 

（可燃物用ごみ指定袋の交付） 

第３条 市長は、条例第２３条に規定する一般廃棄物処理手数料（可燃物用ごみ

指定袋に係るものに限る。）をあらかじめ納付した者に可燃物用ごみ指定袋を

交付する。 

（排出禁止物） 

第４条 条例第１７条第１項の規則で定める排出禁止物は、別表に掲げるとおり

とする。 

（事業系一般廃棄物の受入基準） 

第５条 条例第１９条第１項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 市外で発生した廃棄物でないこと。 

（２） 焼却することが困難な形状又は寸法のものでないこと。 

（３） 再利用することが適当であると認められるものでないこと。 

（４） 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、梱包する等必要な措置をし

ないものでないこと。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、搬入に関し市長の指示に従わないものでな

いこと。 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可等） 

第６条 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業（以下「一般廃棄物収

集運搬業等」という。）の許可を受けようとする者許可の更新を受けようとす



る者並びに浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業

等許可（許可更新）申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

（一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請） 

第７条 一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬

業等許可業者」という。）で事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの

は、一般廃棄物収集運搬業等変更許可申請書（別記第２号様式）を市長に提出

しなければならない。 

（変更等の届出） 

第８条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集運搬若しくは処

分又は浄化槽清掃の事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第２条の６第

１項で定めた事項若しくは環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令

第１７号）第１０条第１項の申請書又は同条第２項の添付書類の記載事項を変

更したときは、一般廃棄物収集運搬業等事業廃止届出書（別記第３号様式）又

は一般廃棄物収集運搬業等許可申請事項変更届出書（別記第４号様式）を市長

に提出しなければならない。 

（許可基準） 

第９条 一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業の範囲の変更の許可若しくは浄

化槽清掃業の許可の基準は、法第７条第５項各号又は第１０項各号（法第７条

の２第２項により準用する場合を含む。）若しくは浄化槽法第３６条に掲げる

もののほか、当該許可を受けようとする者が廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令（昭和４６年政令第３００号）第３条に定める事項を実施するために

必要な人員、車両その他の施設、設備機材及び財政的基礎を有する者であるこ

ととする。 

２ 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は市長が定める。 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等） 

第１０条 市長は、第６条及び第７条の規定による申請書を受理した場合におい

て、一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業の範囲の変更の許可若しくは浄化

槽清掃業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業等許可証（別記第５号様

式）を申請者に交付するものとする。 

２ 市長は、第８条の規定により受理した許可申請事項変更届出書が一般廃棄物

収集運搬業等許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物収

集運搬業等許可証を交付するものとする。 

３ 一般廃棄物収集運搬業等許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならな

い。 



（一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付） 

第１１条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物収集運搬業等許可証

を亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物収集運搬業等の

許可証の再交付を受けなければならない。 

２ 前項の規定により、一般廃棄物収集運搬業等許可証の再交付を受けようとす

る者は、一般廃棄物収集運搬業等許可証再交付申請書（別記第６号様式）を市

長に提出しなければならない。 

（許可の取消し等） 

第１２条 市長は、法第７条の３若しくは浄化槽法第４１条第２項の規定により

事業の全部若しくは一部の停止を命ずるとき、又は法第７条の４若しくは浄化

槽法第４１条第２項の規定により許可を取り消すときは、一般廃棄物収集運搬

業等許可取消書（別記第７号様式）又は一般廃棄物収集運搬業等停止命令書

（別記第８号様式）により行うものとする。 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可証の返還） 

第１３条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、次の各号の一に該当するとき

は、直ちに一般廃棄物収集運搬業等許可証を市長に返還しなければならない。 

（１） 許可の有効期間が満了したとき。 

（２） 許可を取り消されたとき。 

（３） 事業を廃止したとき。 

（４） 新たな一般廃棄物収集運搬業等許可証が交付されたとき。 

２ 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前条の規定により事業の全部の停止を

命ぜられたときは、当該停止の期間一般廃棄物収集運搬業等許可証を市長に返

還しなければならない。 

（改善命令） 

第１４条 市長は、法第１９条の３の規定による改善命令を行うときは、改善命

令書（別記第９号様式）により行うものとする。 

（措置命令） 

第１５条 市長は、法第１９条の４又は第１９条の４の２の規定による措置命令

を行うときは、措置命令書（別記第１０号様式）により行うものとする。 

（一般廃棄物処理手数料等の減免） 

第１６条 条例第２４条による一般廃棄物収集運搬及び処理手数料、浄化槽保守

点検及び清掃手数料並びに産業廃棄物処理費用の減免を受けようとする者は、

一般廃棄物処理手数料等減免申請書（別記第１１号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。 



２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、その旨を当

該申請者に一般廃棄物処理手数料等減免決定通知書（別記第１２号様式）によ

り通知するものとする。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の前日までに、合併前の三芳村廃棄物の処理及び清掃に関す

る規則（平成５年三芳村規則第１２号）、白浜町廃棄物の処理及び清掃に関す

る規則（昭和５９年白浜町規則第２号）、千倉町廃棄物の処理及び清掃に関す

る規則（昭和５９年千倉町規則第１号）、丸山町廃棄物の処理及び清掃に関す

る規則（昭和４７年丸山町規則第８号）又は和田町廃棄物の処理及び清掃に関

する規則（昭和５１年和田町規則第２号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年１０月２５日規則第４２号） 

この規則は、平成１９年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月７日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２３日規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この

規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することが

できる。 

別表（第４条関係） 

  

区分 品目 

有毒性物質

を含む物 

農薬、殺虫剤、有毒性のある薬品の容器強酸性又は強アルカリ

性の物質 



危険性のあ

る物 

揮発油（ガソリン、ベンジン等）、灯油廃油類、バッテリー、

消火器、火薬類、注射針、ガスボンベ類 

著しく悪臭

を発する物 
汚物、汚泥 

容積又は重

量の著しく

大きい物 

ピアノ、電子オルガン、５０ｃｃを超えるオートバイ、耐火金

庫、浴槽、タイヤ、自動販売機、強化プラスチック製品（ＦＲ

Ｐ製品、スキー板、ヘルメット等） 

その他 
市の行う収集、処分に際して著しく支障をきたすと認められる

物 

 


